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衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
荷
主
に
協
力
す
る
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
六
十
条
に
お
い
て
、

「
そ
の
実
施
す
る
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
に
関
し
」
と
し
て
具
体
的
に
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の

「
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
招
か
な
い
内
容
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
同
法
第
六
十

条
は
、
第
一
種
荷
主
（
同
法
第
三
十
条
第
八
号
に
規
定
す
る
第
一
種
荷
主
を
い
う
。
）
が
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
当
該
第
一
種
荷
主
と
の
間
で
運
送
契
約
を
締
結
す
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
貨

物
利
用
運
送
事
業
者
の
協
力
が
必
要
な
場
合
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
設
け
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う

な
「
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
等
に
肩
代
わ
り
さ
せ
て
も
よ
い
と
い
う
誤
解
」
を
招
く
も
の
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。 

二
の
１
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
適
正
化
」
は
、
改
正
法
案
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第

八
十
三
号
。
以
下
「
新
貨
物
自
動
車
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
全
化
措
置
を
指
す
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
多
重
下
請
に
関
す
る
規
制
」
の
具
体
的

に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
同
項
第
三
号
に
お
い
て
、
「
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
の
制

限
そ
の
他
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

改
正
法
案
で
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
下
請
構
造
に
対
応
す
る
た
め
、
新
貨
物
自
動
車
法
第
二
十
四
条
、
第

二
十
四
条
の
五
等
の
規
定
を
新
設
し
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
行
う
貨
物

の
運
送
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
健
全
化
措
置
の
実
施
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
元
請
事
業
者
（
以
下
「
元
請
事
業
者
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
運
送
体
制
管
理
簿
（
以
下
「
実
運
送
体
制
管
理
簿
」
と
い
う
。
）
の
作
成

等
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
専
業
水
屋
に
つ
い
て
も
、
責
務
を
担
わ
せ
る
本
法
律
案
の
規
制
的
措
置
と
す
べ
き
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る



 

３ 

 

と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
貨
物
自
動
車
法
第
三
十
七
条
第
一
項
は
新
貨
物
自
動
車
法
第
二
十
四
条
第
一

項
の
規
定
を
準
用
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
専
業
水
屋
」
の
行
う
利
用
運
送
が
、
新
貨
物
自
動
車
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
貨
物
の
運
送
の
委
託
を
し
た
者
（
そ
の
者
に
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た

る
委
託
を
含
む
。
）
を
し
た
者
を
含
む
。
）
が
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
一
種
貨
物
利
用

運
送
事
業
者
が
当
該
貨
物
の
運
送
に
つ
い
て
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
他
の
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
行

う
運
送
（
自
動
車
を
使
用
し
な
い
で
貨
物
の
運
送
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用

す
る
場
合
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
「
専
業
水
屋
」
は
、
新
貨
物
自
動
車
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
全

化
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
。 

二
の
４
に
つ
い
て 

 
 

実
運
送
体
制
管
理
簿
は
運
送
体
制
の
明
確
化
を
図
る
た
め
に
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
元
請
事
業
者
に
加
え
て
、
「
専

業
水
屋
」
に
対
し
て
も
、
重
複
し
て
そ
の
作
成
を
義
務
付
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
「
専
業
水
屋
」
が
元

請
事
業
者
に
貨
物
の
運
送
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
「
専
業
水
屋
」
は
、
新
貨
物
自
動
車
法
第
二
十
四
条
の
五
第

六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
真
荷
主
と
し
て
、
当
該
元
請
事
業
者
が
作
成
し
た
実
運
送
体
制
管
理
簿
を
閲
覧
し
、
当
該
運
送
に



 

４ 

 

係
る
運
送
体
制
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

二
の
５
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
新
貨
物
自
動
車
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
及
び
新
貨
物
自
動
車
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
貨
物
自
動
車
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
軽
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
法
令
等
の
知
識
を
担
保
す
る
た
め
の
管
理
者
の
選
任
を
義
務
付
け
る

こ
と
と
し
て
い
る
」
と
は
、
新
貨
物
自
動
車
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
の
選

任
の
義
務
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
る
者
が
受
講
す
べ
き
新
貨

物
自
動
車
法
第
五
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
及
び
新
貨
物
自
動
車
法
第
五
十
八
条
の
十
六

第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
定
期
講
習
（
以
下
「
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
等
」
と
い
う
。
）

に
は
、
自
動
車
の
点
検
整
備
に
関
す
る
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
運
行
管
理

者
並
み
の
資
格
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
行
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
が
運
行
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
運
行
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



 

５ 

 

と
し
て
い
る
の
は
、
一
定
規
模
以
上
の
組
織
を
前
提
と
し
て
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
業
務
を
行
わ

せ
る
か
ら
で
あ
り
、
個
人
事
業
主
が
多
数
を
占
め
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
は
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
講
習
等
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
を
選
任
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ア
ル
コ
ー
ル
検
査
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
に
お
い
て
も
、
同
法
第
三
十
六
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
遵
守
す
べ
き
事
項
と
し
て
、

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
、
運
転
者
に
対
し
て
点
呼
時
に
酒
気
帯
び
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
業
務
記
録
の
作
成
と
保
管
」
及
び
「
適
性
診
断
」
に
つ
い
て
は
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
者
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
、
同
法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
遵
守

す
べ
き
事
項
と
し
て
、
同
令
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
業
務
の
開
始
及
び
終
了
の
日
時
等
に
つ
い
て

運
転
者
等
に
記
録
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
と
し
て
新
た
に
雇
い
入
れ
た
者
等
に
適
性
診
断
を
受
け
さ
せ

る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
義
務
は
課
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
貨



 

６ 

 

物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
義
務
を
課
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
貨
物
軽
自

動
車
安
全
管
理
者
講
習
等
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
が
適
切

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

な
お
、
お
尋
ね
の
「
貨
物
運
送
保
険
（
賠
償
責
任
保
険
）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
貨

物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
事
業
の
経
営
の
届
出
時
に
お
い
て
、
貨
物
の
運
送
に
関
し
支
払
う
こ
と
の
あ

る
損
害
賠
償
の
支
払
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
宣
誓
さ
せ
る
こ
と
で
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
適
性
診
断
」
に
つ
い
て
は
、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業

者
の
運
転
者
に
対
す
る
適
性
診
断
の
受
診
の
義
務
付
け
に
つ
い
て
、
運
転
者
が
当
該
適
性
診
断
を
円
滑
に
受
診
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
必
要
な
環
境
の
在
り
方
も
含
め
、
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

  


